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教職員の懲戒処分について 

 

 

 教職員の懲戒処分を、令和５年７月２４日付けで下記のとおり行いました。 

 

 

記 

 

 ＜懲戒処分等の概要＞ 

○児童に対するわいせつな言動 

被 処 分 者 中学校 教諭（３５歳・男性） 

事案の概要 

令和元年５月頃から少なくとも同年６月頃までにかけて、当時勤務して

いた小学校において、自身が担任を務めていた女子児童１名と勤務校の女

子トイレに行った際、複数回、トイレの個室の扉を開けた状態で用を足さ

せ、その様子を見た。 

また、その際に、当該児童の陰部等をトイレットペーパーで拭くことが

複数回あった。 

処   分 免職 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

 

 

○生徒との不適切な交流 

被 処 分 者 県立高等学校 実習助手（２６歳・男性） 

事案の概要 

勤務校の男子生徒４名（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）に対し以下の行為を行った。 

①令和５年４月２７日から同年６月１０日までの間、Ａ、Ｃ及びＤにＳ

ＮＳを用いて私的なメッセージを送信したうえ、Ｃに威圧的なメッセ

ージを複数送信した。 

②令和５年４月２８日から同年６月９日までの間、Ａ及びＢに複数回金

品を渡した。 

また、校長から上記の行為について確認を受けた際、虚偽の回答をした。 

処   分 停職 ２月 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

関係者の措置 校長 文書訓告 

 


